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審 議 会 等 の 名 称   第 ４ 回  瑞 穂 市 上 下 水 道 事 業 審 議 会  

開 催 日 時  
 令 和 ４ 年 ３ 月 １ ４ 日 (月 曜 日 )  

   午 後 ２ 時 ０ ０ 分 か ら ２ 時 ５ ０ 分  

開 催 場 所   瑞 穂 市 役 所  巣 南 庁 舎 ３ 階  ３ － ２ 会 議 室  

議 題  
 瑞穂市下水道事業における受益者負担金及び分担金 

 制度について（諮問） 

出 席 委 員  

欠 席 委 員  

 出 席 委 員  １ ０ 名  

 櫻 木 晋 一 会 長 、 清 水 治 副 会 長 、 赤 尾 達 也 委 員  

 菅 野 賢 治 委 員 、 河 野 秀 明 委 員 、 棚 瀬 あ け み 委 員  

 所  洋 士 委 員 、 牧 田 佳 代 子 委 員 、 柳 瀬 秀 治 委 員  

 吉 田 敏 之 委 員  

公 開 ・ 非 公 開 の

区 分  

(非 公 開 理 由 )  

公 開   ・   非 公 開  

傍 聴 人 数         ０ 人  

審 議 の 概 要  

あ い さ つ  

議 事  

【 会 長 】  

 委 員 総 数 １ ０ 名 中 １ ０ 名 の 出 席 が あ り 、 瑞 穂 市 上

下 水 道 事 業 審 議 会 条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 審

議 会 の 成 立 を 宣 言 し た 。  

【 事 務 局 】  

 答 申 案 の 読 み 上 げ を 行 っ た 。  

【 会 長 】  

 ３ 回 の 議 論 が 凝 縮 さ れ た 答 申 案 に な っ て い る と 思

い ま す 。 ご 意 見 ・ 感 想 等 が あ れ ば 発 言 願 い ま す 。  



【 Ａ 委 員 】  

 確 認 で す が 、 減 免 と 徴 収 猶 予 に つ い て 別 府 処 理 区

は 既 に 供 用 開 始 し て い る が 、 供 用 開 始 か ら と い う 表

現 で は あ い ま い で は な い か 。  

【 事 務 局 】  

 別 府 処 理 区 に つ い て は 、 公 共 下 水 道 に 移 管 後 と い

う 意 味 で す が 、 分 か り に く い の で 表 現 を 改 め ま す 。  

【 Ｂ 委 員 】  

 受 益 者 負 担 金 の 制 度 に つ い て 、 大 変 勉 強 に な り ま

し た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

【 Ｃ 委 員 】  

 制 度 の 難 し さ 、 言 葉 の 難 し さ を 感 じ て い ま す 。 特

に 別 府 の 方 々 か ら は 色 々 な 意 見 が 想 定 さ れ ま す が 、

時 間 を 費 や し て 理 解 を 得 ら れ る よ う に し て い た だ き

た い と 思 い ま す 。  

【 Ｆ 委 員 】  

 下 水 道 に は 色 々 な 成 り 立 ち が あ る こ と を 学 び ま し

た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

【 Ｅ 委 員 】  

 瑞 穂 処 理 区 の 市 街 化 区 域 外 （ 市 街 化 調 整 区 域 及 び

準 都 市 計 画 区 域 ） と あ る が 、 準 都 市 計 画 区 域 は 中 地

区 の こ と を 示 し て い る と 思 う が 、 西 地 区 も 分 担 金 が

変 わ る の で は な い か と 誤 解 を 与 え る の で は な い か 。  

【 事 務 局 】  

 ご 指 摘 の 通 り 西 地 区 も 準 都 市 計 画 地 域 で す の で 、

中 地 区 だ け で あ る こ と を 書 き 加 え た い と 思 い ま す 。  

【 Ｅ 委 員 】  

 別 府 処 理 区 に つ い て は 、 法 律 が 変 わ る と い う こ と

を 丁 寧 に 説 明 し て い た だ き た い と 思 い ま す 。  

【 Ｇ 委 員 】  

 制 度 が 変 わ っ て 有 利 な 人 、 不 利 な 人 が 出 て き ま す

が 、 衝 平 性 が 保 て る よ う 今 後 も 市 民 の 声 を 聴 い て 進

め て 欲 し い 。  

【 Ｈ 委 員 】  

 皆 さ ん の 意 見 を 聴 い て 色 々 勉 強 に な り ま し た 。 あ

り が と う ご ざ い ま し た 。  



【 Ｉ 委 員 】  

 自 分 な り に 制 度 に つ い て 整 理 し た が 、 全 て が う ま

く 収 ま る 回 答 は 出 な か っ た 。 そ の 時 の 制 度 に 従 う し

か な い と 割 り 切 る し か な い と 思 い ま し た 。  

【 Ｊ 委 員 】  

 下 水 道 が な い と 、 食 品 関 係 の 事 業 を し て い る 人 は

浄 化 槽 の 負 担 が 大 き い 。 一 刻 も 早 く 事 業 を 進 め て い

た だ き た い 。  

【 会 長 】  

 意 見 も 出 尽 く し ま し た の で 、 今 回 の 意 見 を も と に

修 正 い た だ き 、 次 は 集 ま る の で は な く 、 資 料 を 郵 送

い た だ き 、 確 認 す る と い う 方 法 で 行 い た い と 思 い ま

す 。  

【 各 委 員 】  

 異 議 無 し  

【 会 長 】  

 私 の 方 で 確 認 し 市 長 に 答 申 し た い と 思 い ま す 。 長

期 に わ た り ご 協 力 い た だ き あ り が と う ご ざ い ま し

た 。 こ れ で 、 令 和 ３ 年 度 瑞 穂 市 上 下 水 道 審 議 会 を 終

了 い た し ま す 。  

閉 会  

事 務 局  

(担 当 課 )  

瑞 穂 市 環 境 水 道 部 下 水 道 課  
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  F A X  ０ ５ ８ － ３ ２ ７ － ２ １ ２ ７  
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